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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

 
 

◆東京２０２０オリンピック聖火ランナーを募集します！ 
～宮崎を聖火でつなぐランナーになろう～ 
 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレー宮崎県実行委員会は、県

内で走行する東京２０２０オリンピック聖火リレーの聖火ランナーを、募集します。 

■聖火リレー実施日＝ ２０２０年４月２６日（日曜） 

（高千穂町、延岡市、日向市、高鍋町、西都市、宮崎市） 

２０２０年４月２７日（月曜） 

（宮崎市、日南市、串間市、三股町、都城市、小林市、えびの市） 

■応募要件＝２００８年４月１日までに生まれた人 

 原則として、宮崎県内にゆかりがある人 

      （住んでいる、通勤・通学している、家族・親戚が住んでいるなど） 

      国籍や性別は問いません。 

■募集期間＝２０１９年７月１日（月）～８月３１日（土） 

■公募主体＝東京２０２０オリンピック・パラリンピック 

聖火リレー宮崎県実行委員会（以下「県実行委員会」） 

■公募人数＝２９人 

■応募方法＝特設サイト（ＵＲＬ：www.relay-miyazaki.jp）の応募フォームに必

要事項を記入し、応募してください。 

      または、所定の応募用紙に必要事項を記入し、次の宛先まで郵送で送

付してください。（※応募用紙は、役場１階の案内窓口にあります）。 

 

宛 先：東京２０２０オリンピック聖火リレー宮崎県実行委員会 

聖火ランナー応募窓口 

       送付先：〒８８０－０００１ 宮崎市橘通西４丁目１－３２ ２Ｆ 

            ☎：０９８５―６５―３８８２ 

 

■選考方法＝県実行委員会が、応募者が記載した事項に基づき選考をし、東京２０

２０組織委員会に推薦し、東京２０２０組織委員会が当選者を決定し

ます。 

■当選発表＝２０１９年１２月以降、宮崎県実行委員会より、当選の速報を連絡し

ます。その後、東京２０２０組織委員会から、当選者へ正式な当選通

知を郵送し、その通知をもって発表に代えます。 

 

※お問い合わせは、 

企画商工課 企画政策係(３階 ②番口) 

☎：５２－１１１４（直通）にお願いします。 

【№】 

表紙 

 

１.２ 

３ 

３ 

４ 

４ 

５ 

６ 

６ 

７ 

７ 

７ 

 

 

 

 

 

 

【内   容】 

◆東京２０２０オリンピック聖火ランナーを募集します！ 

～宮崎を聖火でつなぐランナーになろう～ 

◆町任期付職員（心理職・一般事務）採用試験を実施します 

◆「事業承継・経営革新支援セミナー」の受講者を募集します 

◆「Ｗｅｂデザイン初級講座」を開催します 

◆児童厚生員・放課後児童支援員を募集します 

◆水稲の病害虫防除を行います 

◆農地売買事業を活用してみませんか 

◆フォークリフト運転業務見学会の参加者を募集します 

◆フォークリフト作業者講習の受講者を募集します 

◆町福祉・消費生活相談センタ―では相談を受け付けています 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

 

【分 類】 

＜募  集＞ 

 

 

 

 

 

＜農林畜産業関連＞ 

 

＜保健と福祉＞

（高齢者） 

＜相  談＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 募 集 
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◆町任期付職員（心理職・一般事務）採用試験を実施します 
 

町では、令和元年度の町任期付職員（心理職・一般事務）採用試験を次の

とおり実施します。 

 

１．採用試験の種類、職種、採用予定人員・職務の内容 

種 類 職 種 
採用予定

人員 
職 務 の 内 容 

初 級 
心理職・ 

一般事務 
１名程度 

町長部局などに勤務し、心理職の

業務及び一般事務に従事します。 

（主な勤務内容：福祉課などに勤

務し、心身の発達に不安のある子

ども及びその保護者への対応、そ

の他事務処理など） 

２．受験資格（学歴は問いません。） 

（１）年齢 

試験の種類 受  験  資  格 

初 級 
昭和５４年４月２日～平成１４年４月１日までに

生まれた者 

（２）資 格 

公認心理師又は（財）日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床

心理士の資格を有する人、（社）日本心理学会が認定する認定心理士の

資格を有する人（令和元年度の試験において資格取得見込みの者を含

む。）に限ります。 

（注）資格を必要とする試験については、資格が取得できない場合、

採用になりません。 

（３）次のいずれか一つに該当する者は受験できません。 

（ア）日本国籍を有しない人 

（イ）成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む） 

（ウ）禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行

を受けることがなくなるまでの人 

（エ）三股町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を

経過しない人 

（オ）日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはそのもとに成立した政

府を、暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

またはこれに加入した人 

３．任用期間 

令和２年４月１日～令和５年３月３１日（３年間） 

４．試験の日時、場所および合格発表 

試 験 試 験 の 日 時 場 所 合 格 発 表        

１次 

試験 

１０月２０日（日） 

午前７時３０分 受付開始 

午前８時１０分 着  席 

午前８時３０分 試験開始 

午後１時００分 試験終了 

町役場 

１１月上旬に 

役場前掲示板に掲示するほか、

合格者に通知します。 

２次 

試験 

１１月中～下旬に１次試験 

合格者に対して行います。 
町役場 

１２月中～下旬に 

役場前掲示板に掲示するほか、

合格者に通知します。 

（注）試験中に携帯電話を時計代わりに使用することはできません。 

（注） 試験中は携帯電話の電源を必ず切り、バッグ等にしまってください。 

 （注）１次試験合格者は、11月上旬に町の公式サイトに掲示します。 

５．試験の方法 

    高等学校卒業程度の試験（初級試験）を次のとおり実施します。 

試  験 

 

試験科目 

 

内                容 

 

１次 

試験 

教養試験 

 時事、社会、人文に関する一般知識に関する問題  

（１３問） 

※「自然に関する一般知識」の出題はありません 

 

文章理解、判断、数的推理、資料解釈に関する能 

力を問う問題（２７問） 

専門試験 
専門的知識、技術その他の能力についての択一式に

よる筆記試験（出題分野は別表のとおり） 

２次 

試験 
人物試験 面接試験 

別表 専門試験の出題分野 

試験の種類 出  題  分  野 

心理職・ 

一般事務 

一般心理学(心理学史、発達心理学、社会心理学を含む)、

応用心理学(教育心理学・産業心理学・臨床心理学)、調査・

研究法、 統計学 （３０問） 
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６．受験手続 

（１）申込用紙請求先など 

    ア  申込用紙の交付場所 

        町役場  総務課 職員係（2階 ①番 窓口） 

    イ  郵便による申込用紙の請求方法 

        請求先 〒８８９－１９９５ 

         宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１ 

              三股町役場 総務課 職員係 

 

     封筒の表に「任期付受験申込書 請求」と朱書きし、１４０円切手を

貼った、宛先明記の返信用封筒（Ａ４判が入る大きさの封筒）を必ず同

封し、町役場 総務課 職員係に請求してください。 

      なお、郵送にかかる往復の日数を十分考慮してください。 

 

（２）申込用紙の提出先・申込手続き 

    ア  提出先 〒８８９－１９９５ 

           宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１ 

           三股町役場 総務課 職員係（2階 ①番 窓口） 

 

    イ  申込手続 

       所定の申込用紙に必要事項（申込用紙の「郵便はがき」欄に、受験

者の氏名と住所を忘れずに書いてください。）を記入し、最近３ヶ月

以内に撮影した写真と６２円切手を貼って提出してください。 

     写真の貼っていないもの、職種の記入のないものは、受け付けるこ

とができない場合がありますので注意してください。 

（注）郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際、

郵便局窓口で交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着する

まで大切に保管しておいてください。 

  なお、封筒の表には、「三股町任期付職員採用試験受験」と朱書き

してください。 

（３）受付期間 

８月１３日（火）～９月２日（月） 

●町役場受付時間：午前８時３０分～午後５時（土曜、日曜と祝日は除く） 

●郵送の場合９月２日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

 

（４）受験票の交付 

     申込書を受理した場合は、受験票を郵送します。 

９月２４日（火）を過ぎても受験票が到着しない場合は、町役場 総 

務課 職員係（ ☎：５２－１１１３ ）に連絡してください。 

７．合格から採用まで 

   最終合格者を、採用候補者名簿に登載し、その中から任命権者によって

採用が決定されます。 

    なお、合格者は採用予定者より多く決定されますので、試験に合格して

も採用されない場合があります。 

 

８．給与・勤務条件等 

任期が定められていること以外、給与、勤務条件や服務などについて正

規職員と同様に地方公務員法等の規定が適用されます。 

（１）給与 

  町一般職の職員の給与に関する条例（昭和 26 年三股町条例第

23 号）及び町一般職の職員の給与に関する条例(平成 29 年 3 月

28 日条例第 6 号)に基づく。 

 

給 与 月 額 １８７，７００円～２５５，２００円 

このほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当や勤勉手当

等がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。（ただし、これら

の額は給与改定等により変更されることがあります。） 

 

（２）勤務条件・休暇など 

   勤務時間は１日７時間４５分、原則として土曜・日曜及び国民の祝日 

に関する法律に規定する休日は休みとなります。 

   休暇には、年次休暇のほか主なものに夏季休暇・結婚休暇・病気休暇 

などの有給休暇があります。 

 

９．緊急時の試験関係情報の提供 

   災害などによる試験日程の変更やその他の緊急連絡を、町の公式サイ

トに掲載することがあります。 

 

    町公式サイトアドレス=   http://www.town.mimata.lg.jp/ 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

  〒８８９－１９９５  宮崎県北諸県郡三股町五本松１番地１ 

町役場  総務課 職員係 （２階  ①番窓口） 

  ☎：５２－１１１３（直通）にお願いします。 



 №３

◆「事業承継・経営革新支援セミナー」の受講者を募集し 
ます 

 

跡継ぎ問題や新しい経営戦略を学びたい農家と事業主などを対象に、事業

承継の必要性・ポイント、１０年先を見据えた経営戦略の成功事例や経営手

法を学ぶことで、安定した経営の構築を目指します。 

受講料は無料ですので、興味のある人はぜひご参加ください。 

■日 程＝ 

１日目 ８月２３日（金） 

午後１時３０分

～３時３０分 

事業承継は子から親へのⅯ＆Ａ 

講師：（株）ネクストフェイズ代表 

   中小企業診断士 東川
ひがしかわ

 仁
じん

 氏 

２日目 
９月５日（木） 

午後１時３０分

～３時３０分 

１０年後を見据えた経営戦略 

講師：リバーフィールド コンサルティング代表 

（中小企業診断士・６次産業化プランナー）

馬場
ば ば

 愛子
あ い こ

 氏 

 

■受 講 料＝無料 

 

■対 象 者＝農業経営者・中小企業経営者など 

 

■会  場＝北諸県農業改良普及センター２階 研修室 

 

■定  員＝５０人（申込多数の場合は、申込書を参考に選考します。） 

 

■申込締切＝８月１９日（月） 

 

■主  催＝町地域雇用創造協議会 

 

■共  催＝県北諸県農林振興局 

 

※１日だけの参加も可能です。 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

三股町地域雇用創造協議会 電話：５１－５３２０にお願いします。 

または、協議会ホームページからもお申込みいただけます。 

「三股町地域雇用創造協議会」で検索→「申込フォーム」からお願いします。 

◆ 「Ｗｅｂデザイン初級講座」を開催します 
 

本町では、ＷＥＢデザインの基本ソフトである Photoshop の基礎セミナーを

開催します。 

・「デザインに興味があって、Photoshop にチャレンジしてみたい」・「Photoshop

をさわったことはあるけれど、もう一度基本を学びたい」・「マニュアル本をよ

んだけどよくわからない」そんなあなたの思いに応えるプログラムを用意しま

した。 

Photoshop は、ＷＥＢデザインだけではなく、チラシやポスター、ロゴなどさ

まざまなデザインを作成することができます。機能の使い方やバナー作成など

Photoshop の基本的な操作を学ぶことができる講座となっています。 

■日  程＝ 

 日  付 内      容 

1 日目 

９月３日（火） 

午前１０時 

～午後４時 

デザイン基礎理論 

※Photoshop の機能や使い方など基本を学習 

2 日目 

９月１０日（火） 

午前１０時 

～午後４時 

Photoshop 基礎 

※Photoshop を使って、オリジナルバナーを作成 

■講  師 ＝ 東郷
とうごう

 剛
つよし

 さん（株）Katatium
カ タ チ ウ ム

代表取締役 

※講師紹介※ 

２９歳でＷＥＢ制作の会社に就職。ＷＥＢデザイン、エンジニアリングや 

マーケティング、マネジメントなどを担当。その後、フリーランスを経て 

２０１６年に（株）Katatium
カ タ チ ウ ム

代表取締役に就任。 

■受 講 料 ＝ 無 料 

■対 象 者 ＝ Photoshop の基礎を学びたい人、ＷＥＢデザイナーを目指す人 

※１０月に開催される「ネットなお仕事セミナー（ＷＥＢデザインコース）

ＷＥＢバナーデザイン特別講座」（主催：町雇用創造協議会）を受講希

望の方で、Photoshop 初心者の人は、この講座を受講してください。 

■定  員 ＝ １０人（申込多数の場合は、申込内容で選考） 

■申込締切 ＝ ８月１６日（金） 

■申込方法 ＝ 右のＱＲコードを読み取ってお申し込みください→ 

 
 

※お問い合わせは、  

三股町企画 商工課商工観光係 （３階 ②番窓口） 

☎：５２－９０８４（直通）にお願いします。 
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◆ 児童厚生員・放課後児童支援員を募集します 
  

 町では、児童館・児童クラブで働く人を募集しています。 

 希望する人は、履歴書を福祉課 児童福祉係まで提出してください。 

 

■仕事内容＝ 

 ・遊びや生活指導を行う。 

 ・児童の出欠など状況確認や見守り、必要に応じては関係機関・保護者 

との連携を行う。 

 ・児童の安全に注意し、児童に事故があったときは、すぐに救護を行い、

必要に応じて関係機関・保護者に連絡する。 

 ・施設、備品管理や事務処理など。 

 

勤務時間 

月曜～金曜 午後２時～６時 

(小学校行事などで早出勤務あり) 

土曜日・夏休み春

休み・冬休み 

午前８時～午後６時 

(早出・遅出あり、休憩１時間) 

休 日 
週休２日(日曜および交代で１日) 

祝日・盆(8月 13～15日)・12 月 29日～1 月 3日 

募集人員 ２人 

給 与 お問い合わせください。 

期 間 契約日～令和 2 年 3月 31 日まで（契約更新有り） 

 

■勤務地＝ 

 町内の児童館・児童クラブ 

 

■応募条件＝ 

 ①子どもの指導ができる人。 

 ②年齢は問いませんが、子どもと一緒に遊ぶ体力がある人。 

 

※お申し込み・お問い合わせは、福祉課 児童福祉係(１階 ⑥番窓口) 

 ☎：５２－９０６０（直通） にお願いします。 
 

 

◆水稲の病害虫防除を行います 
 

今年度の水稲の病害虫防除（無人ヘリによる農薬散布）を次のとおり行

います。地域の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、趣旨をご理解の上、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

■実施時期 

場 所  長田地区 梶山地区 そのほかの地区 

実施日時 

1回目 終了 終了 終了 

2回目 ８月１６日（金） ８月２２日（木） ８月３０日（金） 

3回目 － － ９月１８日(水) 

 

※天候などの都合で変更される場合があります。 

 

※散布中は危険ですので、機体のまわり２０ｍ以内には近づかないように 

しましょう。 

 

※露地野菜や出荷前のかんしょなどに隣接する水田は、ドリフト（飛散） 

防止のため、粒剤などによる個人防除での対応をお願いします。 

 

※また、施設園芸やハウスや住宅などに隣接する水田は、原則として散布 

できません。ただし、散布時にハウスを閉めきるなどの対応で、お互い 

の合意が得られた場合は散布が可能です。 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

ＪＡ 都城農業協同組合 三股支所・営農経済課 

☎：５２－１１２２ にお願いします。 

 農林畜産業関連 
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◆ 農地売買事業を活用してみませんか 

 
～農地は大事な地球の資源です～ 

 

 農地の売買（※相手方が決まっていて、売買金額が双方合意している場合

のみ）で一定の要件にあたる人はぜひ、県農業振興公社（以下、公社）が行

う農地売買事業をご活用ください。 

 

【出し手（売り手）のメリット】 

（１）公社という公的機関が介在するので、安心して農地を売買できます。 

 

（２）農業委員会のあっせんから、１ヵ月～１ヵ月半後には指定の金融 

機関に、農地買入代金が確実に支払われます。又、支払いが確実な 

ので個人間のトラブルがありません。 

 

（３）農地を売った場合、譲渡所得（８００万円控除）の特別控除が受け 

られます。 

 

(４) 所有権移転登記に係る費用は、公社で負担します。（登録免許税など） 

 

（５）面倒な書類作成などは、農業委員会と機構が行います。 

 

【受け手（買い手）のメリット】 

（１） 農地売買事業の、一時貸付けタイプ（最長５年）や分割払いタイプ 

（最長１０年）を活用して、計画的に農地の取得資金の準備ができ 

    ます。 

 

（２） 農地売買事業の、即売りタイプを活用すると、売渡し諸経費や登記 

費用がかからないので、買入金以外の支出がありません。（登記事務 

は公社で行います） 

 

 （３）公社から農地を取得した場合、不動産取得税の減額措置があります。 

 

 

 

【受け手（買い手）の要件など】 

（１） 受け手（買い手）農家の要件は、認定農業者・基本構想水準

到達農業者・中心経営体（町「人・農地プラン」で位置づけ）

などであること。 

 

 （２）受け手（買い手）の農家の人は、現在、耕作している農用地

等（農作業受委託農用地等を含む）と併せて、売買予定農地か

ら半径５００ｍの範囲以内に、おおむね１ha 以上の団地を形成

すること。 

 

※詳しくは、農業委員会事務局にお尋ねください。 

 

 

【３つのタイプの売買事業メニュー】 

 

（１）則売りタイプ 

  公社が買入れた農用地を、認定農業者などに速やかに（２カ月

～３カ月で）売渡す方式 

 

（２）一時貸付タイプ 

  認定農業者などに一定期間の一時貸付（５年以内）を行った後

に売渡す方式 

 

（３）分割払いタイプ 

  認定農業者などからの土地代金の納入方法を不動産割賦契約書

に基づき１０年以内の年賦払いとする方式 

 

 

 

 

 

※お問い合わせ・ご相談は、 

 農業振興課 農業委員会事務局（３階 ③番窓口） 

 ☎：５２－９０８７（直通） 

にお願いします。 



 №６

 

 
◆ フォークリフト運転業務見学会の参加者を募集します 
  

フォークリフト運転業務内容を現場で「目で見て」、「心で感じて」、「話を

聞いて」、運転業務に魅力を体験していただきます。 

         

 

 ■講習期間＝ １０月１日(火) 

         午前９時３０分～１１時３０分（予定） 

 

 ■締 切 日＝ ９月１７日（火）必着 

 

 ■募集人員＝ １０人程度 

 

 ■実施場所＝ サウスウッド宮崎協同組合  

（都城市高城町大井手２００５−９） 

 

 ■受 講 料＝ 無料 

 

 ■対 象 者＝ 就職を目指している５５歳以上の人 

 

 ■申込方法＝ ハローワーク都城、町シルバー人材センターに置いてある申

込書を、県シルバー人材センター連合会宛てに郵送またはフ

ァクスでお申し込みください。受け付け後、受講者選考を行

います。 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは 

公益社団法人宮崎県シルバー人材センター連合会 

 宮崎市祇園２丁目９５番地 

 ☎：０９８５－３１－３７７５、ファクス：０９８５－３１－３７７６ 

にお願いします。 

 
 
◆ フォークリフト作業者講習の受講者を募集します 
  

フォークリフト資格取得を目指し、倉庫管理、運輸・物流関係、製造工場 

などでの荷物搬入や積み込み作業ができるよう技術を習得し、関連分野での 

就職を目指します（普通自動車運転免許所持者に限ります）。 

         

 ■講習期間＝ １０月３日(木)～１０月１１日(金) 

         ※土曜・日曜を除く７日間 

 

 ■締 切 日＝ ９月１９日（木）必着 

 

 ■募集人員＝ １０人程度 

 

 ■実施場所＝ 都城ドライビングスクール  

（都城市高城町桜木２２８１番地２） 

 

 ■受 講 料＝ 無料 

 

 ■対 象 者＝ 就職を目指している５５歳以上の人 

※ハローワークの求職登録が必要です 

 

 ■申込方法＝ ハローワーク都城、町シルバー人材センターに置いてある申

込書を、県シルバー人材センター連合会宛てに郵送またはフ

ァクスでお申し込みください。受け付け後、受講者選考を行

います。 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは 

公益社団法人宮崎県シルバー人材センター連合会 

 宮崎市祇園２丁目９５番地 

 ☎：０９８５－３１－３７７５、ファクス：０９８５－３１－３７７６ 

にお願いします。 

 保健と福祉（高齢者） 
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◆ 町福祉・消費生活相談センタ―では相談を受け付けて 
います 

  

町福祉・消費生活相談センターでは消費生活のトラブルなど、さまざまな

相談を受け付けています。 

次のような内容でお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。相

談上の秘密は厳守いたします。 

 

■相談内容 

＜消費生活に関する相談＞ 

  ・借金（多重債務）や訪問販売  ・商品やサービスの契約解除 

  ・架空請求詐欺         ・インターネットでの消費者取引 

 

 ＜福祉に関する相談＞ 

  ・心や体の健康   ・人間関係の悩み（職場・学校・家庭など） 

  ・女性相談     ・ＤＶ被害相談 

 

■相談日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

時 間：午前９時～正午、午後１時～４時 

相談料：無 料 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町福祉・消費生活相談センター 

☎：５２－０９９９ にお願いします。 

 
◆「おもちゃ病院三股」を開設します  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

代表：横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯：０９０－１９２６－８７８３ にお願いします。 

 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 
町社会福祉協議会では、生活上のあらゆる問題について相談を受け付け

ています。 

また、電話での相談も行っていますので、気軽にご相談ください。 

 

○相談日： 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

○時 間： 午前９時～午後５時 

○場 所： 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

※お問い合わせは、 

町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

期  日 ８月１７日（土）毎月第３土曜日  

時  間 
・開  院 午後１時～５時ごろ 

※受け付けは午後３時までにお願いします。 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、おもちゃを無償で修理します（一

部、材料費などが掛かることがあります）。ただし、破損

がひどい物、欠品がある物については、修理できない場

合があります。現物を見て判断しますので、ご了承くだ

さい。 

・ＡＣ電源で作動させる電化製品・コンピューター製品、 

人を傷つける恐れがある物、水に浮く物（浮輪・ボート

など）は修理対象外です。 

 相 談 


